


  在宅者を対象とした検診は、各地区単位で実施されているが、その方法につ

いての臭体的な報告は少ない。そこで、われわれが、東海地区 I(主として愛

知県)在住の患者を対象として行なっている在宅者検診の方法とその問題点に

つき述べておくことにしたい。

 図 1 に示したように、われわれの方法の特徴は、鈴鹿病院、名古屋大学第 1

内科、愛知県筋ジストロフィー協会の相互協力により成立していることであり、

この“三角関係“が崩れると、検診の実施は不可能となってしまう。


